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新型コロナウイルス感染症対応基準（桜保育園版） 
 

 本日より、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染症法上の位置づけ変更（２類から５

類に引き下げ）に伴い、当園といたしましても下記のように対応を変更させていただきます。 

 なお、感染症が完全に収束したわけではないので、引き続き感染対策を行いつつ保育を行い

ます。 

 
 

と、示されていることから「発症日の翌日より５日間かつ、５日目に症状が続いていた場合は、

熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまで」の出席停止によ

る自宅待機をお願いします。 

また、感染者数に応じて学級閉鎖を行う場合もあり、保育園運営に支障をきたす場合は休園を

お願いする場合もあります。 

 

●園児または職員に陽性者が確認された場合 

 ・陽性者は、発症日より 5日間、尚且つ熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24

時間程度が経過するまでの出席停止となります。 

 ・陽性が確認された場合は、以下の項目について調査、把握を行います。 

1、発症日及び陽性確認日の確認 

2、受診医療機関の確認 

3、症状などを確認 

 ・従来は陽性者が確認された時点で『濃厚接触者の特定』『接触のあった方のお迎え・自宅待

機のお願い』などを行い、安心でんしょばとにて緊急連絡をしていましたが、今後は原則と

して行いません。なお、陽性者が複数人確認され、クラスまたは園内で感染が広がっている

と園または保健所が判断した場合、安心でんしょばとにて緊急連絡を実施し注意喚起など

を行います。 
 

  

●通常保育について 

 1）引き続き感染対策を行いつつ保育を行います。 

  ・手洗い、うがい、手指消毒の慣行 

 2）５月末日までは感染状況を見ながらクラスごとに保育を行います。なお、土曜保育及び 

延長保育については【ゆり・ひまわり・もも】【すみれ・たんぽぽ・つぼみ】での混合保育 

を行います。 

厚生労働省から示されたＱ＆Ａ、及び、文部科学省より示されたパブリックコメント等では、 

 

発症後５日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を０日目として５日間は

外出を控えること、 かつ、５日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みな

どの症状が軽快して 24 時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨され

ます。症状が重い場合は、医師に相談してください。 



 

●マスクの着用について 

・園児、保護者の方、職員のマスク着用は自由とします。各自の判断で着脱をしてください。 

なお、運動あそびや午睡時などはマスクを外すよう指導させていただきます。 

・マスク着用の有無により、園での生活や活動に制限を設けることは致しません。 
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